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○熊谷市公共工事中間前金払事務処理要領 

平成25年２月28日訓令第３号 

改正 

令和３年１月27日訓令第１号 

熊谷市公共工事中間前金払事務処理要領 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、熊谷市契約規則（平成17年規則第68号。以下「規則」という。）第40条第１

項の規定に基づく市の発注する公共工事に関する工事に要する経費の前金払に追加してする前金

払（以下「中間前金払」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（中間前金払の対象等） 

第２条 中間前金払の対象は、１件の請負代金の額が500万円以上で、かつ、工期が60日を超える建

設工事を対象とする。 

２ 中間前金払の割合は、当該工事の請負代金の額の10分の２を超えない範囲内とする。 

３ 債務負担行為に係る工事の中間前金払の割合は、当該各年度の歳出予算に計上した当該工事に

関する予算の額の10分の２を超えない範囲内とする。 

４ 中間前払金の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（中間前金払の要件） 

第３条 中間前金払は、次に掲げる要件をいずれも満たしている場合にすることができるものとす

る。 

(１) 工期の２分の１を経過していること。 

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること。 

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当

するものであること。 

(４) 当初の前金払を受けていること。 

２ 債務負担行為に係る工事においては、前項中「工期」とあるのは「当該年度における工事実施

期間」と、「既に行われた」とあるのは「既に行われた当該会計年度における」と、「請負代金

の額」とあるのは「請負代金の額の当該会計年度における年割額」と、「当初の前金払」とある

のは「当該会計年度における当初の前金払」とそれぞれ読み替えて、前項の規定を準用するもの

とする。 
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（中間前金払と部分払の選択） 

第４条 受注者は、部分払（次条の規定によりする部分払を除く。）の請求の対象となる工事にお

いて、中間前金払又は部分払を希望するときは、当該工事の契約締結時に中間前金払又は部分払

のいずれかを選択するものとする。 

２ 前項の規定による選択について、受注者は、中間前金払又は部分払の選択に係る届出書（様式

第１号）を契約締結時に市長に提出するものとする。 

３ 第１項の規定による選択については、契約締結後において変更することはできない。 

（債務負担行為に係る部分払） 

第５条 債務負担行為に係る工事においては、各会計年度における当該工事の出来高部分に応じ、

当該会計年度の支払限度額の範囲内で、当該年度末に部分払をすることができるものとする。 

（中間前払金の認定） 

第６条 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、中間前金払に係る認定請求書（様

式第２号。以下「認定請求書」という。）に工事履行報告書（様式第３号）を添えて、市長に提

出するものとする。 

２ 市長は、認定請求書を受領したときは、第３条第１項各号に規定する要件を満たしているか否

かについて審査し、並びに当該提出の日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、その認

定の可否を決定し、及びその結果を中間前金払に係る認定（不認定）通知書（様式第４号。以下

「認定通知書」という。）により受注者に通知するものとする。 

（中間前払金の請求等） 

第７条 受注者は、認定通知書により当該中間前金払に必要な要件を満たしている旨の認定を受け

たときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第５条の規定に基づ

き登録を受けた保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた工事完成期限（債務負担行為

に係る契約の場合にあっては、請求する中間前金払に係る出来高の予定額の完成期限）を保証期

限とする中間前金払に係る保証契約を締結し、当該保証契約に係る保証証書を添えて、中間前払

金支払請求書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の中間前払金支払請求書を受理したときは、当該受理した日から起算して14日以

内に中間前払金を支払わなければならない。 

３ 中間前払金は、第１項の保証証書に記載された預託金融機関の口座に振り込むものとする。 

（中間前払金の額の変更） 

第８条 工事内容の変更その他の理由により請負代金を増額又は減額したときは、熊谷市建設工事
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請負契約約款（平成17年告示（甲）第91号。以下「約款」という。）第34条第３項から第６項ま

での規定により精算するものとする。 

（代理受領の禁止） 

第９条 中間前金払を受ける工事契約に係る請負代金については、約款第42条第１項の規定にかか

わらず、第三者による代理受領を認めないものとする。 

（その他） 

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月27日訓令第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調

整をして使用することができる。 

附 則 

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の熊谷市公共工事中間前金払事務処理要領の規定は、この訓令の施行の日以後の締結に

係る契約について適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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